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Ⅰ 本マニュアルの目的と経緯 

 

１．目的 
 

近年、産業構造の変化などに伴う都市の枢要な位置における大規模な低未利用地が発生したこ

となどにより、市街地内における大規模な都市開発が増加してきている。一方、郊外部において

も、商業系を中心として大規模な開発が進みつつある。 

このような開発は、規模が大きく、また、交通需要の大きい商業系または業務系の開発である

ため、これら地区からの発生集中交通量は著しく大きい。また、これらの開発は、都市の枢要な

地区や、多量の広域交通が存在する幹線道路沿道地区等において実施される場合が多く、既にバ

ックグラウンドとして相当の交通需要が存在しているため、さまざまな交通問題を生じる可能性

が高い。 

これらの問題に対処するためには、個別の開発に先立って、開発に伴う発生集中交通量の予測、

既存の交通施設への影響の評価、および必要な交通対策の立案からなる一連の局所的な都市交通

計画（以下「関連交通計画」という）を策定し、開発に併せて必要な交通対策を実施することが

必要不可欠であるので、計画内容が詳細に決定していない早い段階において検討が行えるよう本

マニュアルを策定するものである。 

本マニュアルは、今後、都市地域で推進される大規模都市開発計画に対して、 

（１）大規模都市開発に伴う交通影響の予測 

（２）大規模都市開発に際しての交通計画の評価 

についての指針を示すことにより、開発地区における関連交通計画の策定が促進され、望ましい

都市交通実現を図ることを目的として作成するものである。 

 

２．改訂の経緯 
 

国土交通省は、適切な関連交通計画の策定を推進し、良好な都市交通を実現するため、1989年

に本マニュアルの基礎となるマニュアル案を公表した。その後蓄積されたデータに基づいて、随

時更新を行ってきている。なお、今後ともデータが蓄積された段階で必要に応じ改訂を行う。 

1989年；「大規模開発地区関連交通計画検討マニュアル（案）」の公表 

1990年；1回目のマニュアル改訂（事務所・商業施設の発生集中原単位などを提示） 

1994年；2回目のマニュアル改訂（事務所の発生集中原単位の見直し） 

1999年；3回目のマニュアル改訂（商業施設の発生集中原単位の見直し） 

     → 1999年には、マニュアルの「（案）」を外し、公表 

2007年；4回目のマニュアル改訂（複合施設の特性を考慮した予測方法、住宅の予測方法等） 

2014年；5回目のマニュアル改訂（事務所の発生集中原単位の見直し、交通手段分担率の適用方法等） 

〔備考〕1999 年 6 月；大規模小売店舗立地法にもとづく「大規模小売店舗を設置する者が配慮
すべき事項に関する指針」（通商産業省告示） 
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Ⅱ 関連交通計画検討の進め方 

 

１．対象とする開発の規模 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 開発に関連する交通量は、開発の用途、規模等により規定されるが、上記の規模の施設に

ついては、幹線道路の混雑など広範囲な交通への影響が予想される。したがって、上記の規

模の開発について、本マニュアルを用いた関連交通計画の評価、検討の対象とする。 

• 上記の対象規模以下の開発にあっても、交通処理が不適切であると施設直近の道路等にお

いて混雑等の交通問題が予想されるため、必要な場合には評価・検討の対象とする。 

• 本マニュアルの予測のための標準的な指標を設定するために用いた施設交通実態データは、

商業施設で5,000㎡以上、事務所で１万㎡以上、住宅で１万㎡以上の施設に関するものである

ため、これ以下の規模の施設への適用の際には注意が必要である。これらの小規模な施設は

発生集中原単位等の交通特性が個々の施設によって大きく異なり、発生集中原単位が特に大

きい施設も見受けられるため、当該施設がそのような施設である可能性に留意する必要があ

る。 

• 住宅の分析データは、事務所等への用途転用がない施設を対象としている。 

• 用途の混在する開発にあっては、その面積比等により、適宜、評価・検討の対象開発規模

を定めること。 

• 当該開発が、上記開発規模以下であっても、開発地区の周辺地域で、複数の開発が予想さ

れる場合であって、その合計面積が上記枠内に示す延床面積を超える場合には、全体として、

本マニュアルの適用対象とすること。 

以下に示す規模の開発は、開発地区に関連する交通問題を発生する可能性があるため、本

マニュアルに基づき、大規模開発地区関連交通計画の評価、検討の対象とすることが望まし

い。 

また、これ以下の規模の施設であっても施設の特性によっては交通問題が生じる可能性が

あるので、必要な場合は関連交通計画の検討を行うことが望ましい。ただし、商業施設は

5,000㎡、事務所は１万㎡、住宅は１万㎡以下の規模の施設に対する適用は予測精度が必ず

しも充分保証できないため注意が必要である。 

① 商業系の開発 

延床面積１万㎡以上 

② 業務系の開発 

延床面積２万㎡以上 

③ その他の用途（住宅、ホテル、イベント施設等上記以外の特殊な用途） 

および複合開発 

①、②と同じ程度の交通を発生すると予想される規模 
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２．適用する開発段階 
 

 

 

 

• 大規模都市開発による交通への影響は、多くの場合容積率の割り増し特例などを、行政上

の許認可として開発に与える際の、重要な検討事項である。このため、本マニュアルは大規

模都市開発の開発計画の内容が詳細に決定していない早い段階においても検討が行えるよう、

交通量の予測方法を提示するものである。 

• 商業施設に関しては、主として立地を含む開発が対象であり、出店の具体的な検討に至る

以前の段階を想定している。 

 

３．関連交通計画策定の主体について 
 

 

• 土地区画整理事業、市街地再開発事業等に際して、地方公共団体が本マニュアルを活用し

て関連交通計画を検討した場合には、上記の策定がなされたものとみなす。 

• なお、開発事業者が、関連交通計画の検討に関する調査を行い、その結果を地方公共団体

に提出した場合には、地方公共団体は、その内容の適正な審査をもって、関連交通計画の策

定に代えることができる。 

 

４．大規模小売店舗立地法「指針」との関係 
 

 

 

 

 

• 「大店立地法指針」においては、市街地再開発事業等の総合的な計画にもとづく店舗計画

など、予測等の例外的な取り扱い（指針の予測方法に依らなくてもよいこと）について記述

されている。 

• 大規模小売店舗の立地に関しては、本マニュアルにもとづく関連交通計画が、大店立地法

指針」にいう「当該店舗の周辺における交通対策を含めた総合的な計画」にあたるため、こ

の関連交通計画の内容でもって出店時の環境対策の検討を示した「大店立地法指針」に対応

させることもできる。 

大規模開発地区関連交通計画は、地方公共団体が策定を行うこととする。 

本マニュアルは、大規模都市開発について、容積率の割り増し特例などの行政上の許認可

を得る際等の開発計画の内容が詳細に決定していない早い段階においても検討が行えるよ

う、交通量の予測方法を提示するものである。 

商業施設の出店計画にあたっては、大規模小売店舗立地法に基づく「大店立地法指針」の

事項に関する対応が必要になる。この場合、開発計画と出店計画に大きな隔たりがない場合

においては、本マニュアルにもとづく関連交通計画の内容でもって「大店立地法指針」に対

応させることもできる。 
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５．関連交通計画検討に際しての検討対象施設と検討フロー 
 

１）検討対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

開発地区の地域特性、開発規模、開発用途、開発地区周辺の公共輸送機関の整備状況等を

勘案し、下表の検討対象施設のうち、地区に関連する交通の処理に係わる交通施設について、

本マニュアルによる関連交通計画の検討を行う。 

 

〈検討対象施設一覧〉 

検討対象施設 予測対象項目 

① 自動車系交通施設 

・ 都市計画道路 

・ 地区関連道路 

・ 駅前広場、交通広場 

・ 駐車場、二輪車駐車場 

・ 荷捌き施設 

・ タクシー施設 

① 自動車系交通予測 

・ 地区内外の道路における自動車交

通量（単路部、交差点） 

・ 駐車場需要量 

・ 荷捌き需要量 

・ タクシー需要量 

② 歩行者系交通施設 

・ 歩道 

・ 歩行者専用施設 

② 歩行者系交通予測 

・ 歩道の歩行者交通量 

・ 歩行者専用施設の歩行者交通量 

③ 公共輸送機関関連施設 

・ 鉄軌道系施設 

・ バス関連施設 

③ 公共交通予測 

・ 鉄軌道系の輸送量 

・ バス輸送量 

 

上記の評価対象施設については図Ⅱ－１に示すマスターフローに従い、開発に伴う交通施

設への影響、及び施設需要量を予測し、関連交通計画案を評価するとともに、適切な関連交

通計画の検討を行う。 
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図Ⅱ―１ 大規模開発地区関連交通計画マスターフロー

開 発 計 画 

地 区 発 生 集 中

交 通 量 予 測

徒   歩 
発生集中量予測 

公共交通利用 

発生集中量予測 
自 動 車 の

発生集中量予測

周辺公共輸送機関 駐 車 需 要 量 駐 車 場 計 画 周辺幹線道路（現況） 

路線別輸送量 公共輸送計画 配 分 交 通 量

自動車交通量

地区外分交通量

周辺幹線道路計画 

地 区 外 分

交 通 量

評 価

評 価

評 価 ＊

＊

＊ 都市計画道路及び公共輸送機関への影響
予測の結果、開発に伴って発生する交通
問題をなくすることができず計画内容が
不適切と評価される場合には開発の見直
しを要する。

Ⅲ―１ Ⅲ―１ Ⅲ―１

Ⅲ―２－1)、2) Ⅲ―２－3)

Ⅳ―３－1)－(3)

Ⅲ―２－3)

Ⅲ―３

Ⅲ―３

Ⅲ―４

ア ク セ ス

歩 道 計 画

ターミナル～地区間

歩 行 者 交 通 量
ターミナル

計 画

評 価 評 価
Ⅳ―３－2)

自動車交通量 地区道路計画 

地 区 外 分

交 通 量
評 価

進入路計画自 動 車 

流 動 量 
歩 行 者

流 動 量

評 価

Ⅳ―３－1)－(4)

地 区 外 分

交 通 量

地区道路計画歩行者交通量 

評 価 

Ⅳ―３－1)－(3) Ⅳ―３－1)－(2) 

Ⅳ―３－1)－(1) 

Ⅲ―２－1)､2)

Ⅳ―３－1)－(4)

⑪ 地区道路（歩道）への影響予測 

⑩ ターミナル・アクセス歩道への影響予測

⑨ 公共輸送機関への影響予測 ⑦ 駐車場周辺への影響予測 

⑧ 駐車場進入路付近への影響予測 ⑥ 地区道路（車道）への影響予測

⑤ 都市計画道路への影響予測 

②③ ④

チェックの対象とする
交通施設計画

本文中での記述箇所 

Ⅳ―３－2) 
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６．予測対象時点 
 

 

 

 

 

• 予測に際しては、既往の交通調査（パーソントリップ調査等）を有効に活用することとす

るが、この場合、開発地区周辺の市街地の成熟等により、現況よりも交通量が増大すると予

想される場合には、発生集中交通量等について必要な補正を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

７．予測対象範囲 
 

 

 

 

 

 

交通影響評価等の予測は、開発完成時点について行うこととする。また、段階的に開発を

進める場合には、各段階について予測・評価を行い、適切な交通計画を検討する。なお、当

該開発に関連する交通計画の評価に大きな影響を及ぼすと考えられる交通施設整備や他の

開発の計画がある場合には、それらの完成時点についても予測を行うこととする。 

交通影響評価等の予測は、開発地区の直近だけでなく開発による影響が及ぶと考えられる

範囲について行うものとし、広域交通計画との整合を図りつつ、開発影響によって交通問題

が発生する箇所が脱落しないよう、その範囲を設定する。 

注）パーソントリップ調査について 

パーソントリップ調査は、「人（パーソン）の動き（トリップ）」を把握することを目的に、

どのような人が、どこからどこへ、どのような目的・交通手段で、どの時間帯に動いたかについ

て、調査日１日の全ての動きを調査するものである。 

本マニュアル内では「PT調査」とも表示する。 
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Ⅲ 交通影響の予測方法 

 

１．地区発生集中交通量 
 

１）開発計画について整理すべき指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発生集中交通量および交通特性は建物等の用途によって大きな違いがあるので、用途を区

分し、それぞれの用途別に規模等の指標を整理することが必要である。 

• 鉄道駅からの距離は、用途別の発生集中原単位を設定する際の割引率の算定に用いる。 

• ここで整理する施設規模は、交通量の予測のベースとなるので、本マニュアルに示す標準

的な発生集中原単位を設定する際に用いた床面積データと整合がとれるよう、原則として共

用部分などを全て含む総延床面積とする。ただし、駐車場の規模が相当大きい場合、別棟に

なっている場合など床面積に含めることが必ずしも適切でないと考えられる場合には、それ

を除いたものを用いて差し支えない。 

• 複数の用途の床を有する建物では、建物全体の延床面積に用途別の有効面積の比率を乗ず

る等の方法で、共用部等の床面積が含まれた用途別延床面積を算出することとする。 

• 事務所についての本マニュアルの標準的な発生集中原単位は４つのカテゴリー別に設定し

ており、各開発に適用する発生集中原単位を決めるため、各開発がどのカテゴリーに属する

かを定める必要がある。施設タイプと周辺の従業人口密度は各開発が属するカテゴリーを設

定するために用いる。 

• 商業施設についての標準的な発生集中原単位は、平日・休日とも３つの施設立地都市区分

別に設定している。昼間人口密度（市区町村単位）は、商業施設が属する施設立地都市区分

を設定するために用いる。  

予測に先立って、次の各指標について整理する。 
・用途：事務所、商業施設、住宅、ホテルおよびその他の用途（イベント施設等）に区分

する。 
・規模： 建物別・用途別の延床面積を整理する。 
・位置： 立地条件のうち、最寄りの鉄道駅からの距離について建物別に整理する。 
・施設タイプ： 事務所については、単一のテナントが建物の大半を占有するか（以下単館

型ビルという）否かを整理する。 
・周辺の状況： 事務所については、当該施設の周辺地区における第３次産業従業人口密度

を整理する。 
・昼間人口密度：三大都市圏の商業施設については、当該施設が属する市区町村単位の昼

間人口密度〔（夜間人口＋従業人口－就業人口）÷（市区町村面積）〕を整

理する。 
※従業人口：従業地による就業者数、就業人口：常住地による就業者数（国勢調査） 

（市区町村単位）
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２）予測対象交通量 

（１）予測対象交通手段 

 

 

 

（２）予測対象交通量 

 

 

 

 

 

• 事務所、ホテルについては平日交通量を基本として予測する。商業施設については、

一般的に平日に対して休日の発生集中交通量が大きいという傾向にあるので、休日交通

量についても予測する必要がある。また、住宅については、平日と休日の発生集中交通

量が同程度であり、周辺地域の交通状況によっては平日、休日とも交通問題を生じる可

能性があるため、原則として平日および休日について予測する。 

• イベント施設等については、特定の時間帯等に大量の発生集中交通量が見込まれるの

で、この影響を的確に把握するためには、イベント開催時等のピーク時交通量を予測す

る必要がある。 

• また、交差点計画等の検討のため、ピークとなる時間帯における、１時間当り交通量

と日交通量の割合（以下、「時間集中率」という）を用いてピーク時交通量を算定する。 

 

３）地区発生集中交通量の予測の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生集中交通量の予測は、原則として次の交通手段別に行う。 
・自動車    ・二輪車    ・徒歩     ・鉄軌道系   ・バス 

交通計画検討のために予測対象とする交通量は、原則として次のとおりである。 

① 事務所、ホテルについては平日交通量 

② 商業施設、住宅については平日および休日交通量 

③ イベント施設等ピーク集中の特性を持つ施設についてはピーク時交通量 

地区発生集中交通量の予測は次の手順に従って行う。複数用途の施設からなる複合開発

や、複数の用途の床を有する建物については、原則として用途別に予測を行うものとする。

ただし、事務所と商業施設からなる複合用途の建物のうち、商業床が全体の15％以下のもの

については、建物全体を事務所とみなして予測を行う。 

① 開発計画の内容（建物の用途、規模、位置等）に応じて発生集中原単位を用いて発生

集中交通量（人T.E/日）を算定する。 

② さらに、交通手段分担率を用いて各交通手段別の発生集中交通量（人T.E/日）を算出

する。 

③ 交通手段別発生集中交通量のうち、自動車利用交通量については、台換算係数を用い

て人トリップを台トリップに換算して関連交通計画の検討に用いる。 

④ 人の出入り、自動車台数および鉄道利用の発生集中交通については、それぞれの時間

集中率を用いてピーク時交通量を算出する。 
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• 地区発生集中交通量の予測手順をフローで示すと図Ⅲ－１のとおりである。 

• 建物に発生集中する交通の特性は建物用途により異なることから、複数の用途の施設

からなる複合開発や、複数の用途の床を有する建物については、各用途別にⅢ-1-4）以

降で示すところに従って発生集中原単位、交通手段分担率、台換算係数等を設定して交

通量を算定し、それらを合算して全体の発生集中交通量とする。 

• 複数の用途の施設からなる複合開発や、複数の用途の床を有する建物のうち、事務所

と商業施設が複合する場合でかつ商業床が15%を超えるものについては、開発地区内や建

物内での内々交通を考慮して、発生集中交通量の低減を考慮するものとする。 

• このマニュアルで設定方法を示した用途別の発生集中原単位等は、表Ⅲ－１のとおり

である。 

• 事務所については一部に商業床を含むのが一般的であるため、建物の全床面積に占め

る商業床の割合（以下、「商業床面積率」という）に応じて、表Ⅲ－２に示すところに従

って前述の予測手順を適用することとする。 

• ピーク時交通量は、周辺交通影響の検討に必要となる「人の出入」「自動車（台ベース）」

「鉄道利用」について算定することとする。 

 

 

 

 

 

• 人の出入りのピーク時発生集中交通量は、周辺歩道等の歩行者交通量の予測に用いる

ものであり、出入口を利用する全ての人の発生集中交通量を対象とする。このため、図

Ⅲ－１に示すとおり、人の出入りの交通量は、代表交通手段としての徒歩（交通手段が

徒歩のみ）と公共交通機関の端末交通手段としての徒歩の合計を算定する必要がある。

なお、開発地に付属する駐車場が開発地区外にある場合には別途自動車交通（人ベース）

を加算することとする。 

• なお、ピーク時交通量の検討においては、開発計画がない場合の交通（以下、「バック

グラウンド交通」という）に開発地発生集中交通量を加えた交通のピーク時間帯が、開

発地発生集中交通量のピーク時間帯とずれる可能性もある。このため、原則として複数

の時間帯について１時間当りの発生集中交通量を算定する必要がある。詳細は、「８）ピ

ーク時交通量の算定」の項で記述する。 

 

 

 

  

周辺道路の検討（交差点飽和度等）自動車（台数）のピーク時交通量

鉄道駅連絡通路等の検討 鉄道利用者のピーク時交通量 

周辺歩道等の検討 「人の出入」のピーク時交通量 

注）発生集中交通量の単位(T.E)について 
(T.E)はトリップエンドの略である。本マニュアルにおいて(T.E)で表示されている交通量は、トリ

ップエンドベースでの表示、すなわち発生集中交通量（出発・到着する人を合わせた数値）である。

また、人T.Eは人ベースの発生集中交通量を、台T.Eは自動車の台ベースの発生集中交通量（台数）

を示している。 
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図Ⅲ－１ 地区発生集中交通量の予測フロー 

 

発生集中原単位（人TE/ha・日）

開発計画（用途、規模、位置） 

交通手段分担率（％） 

発生集中交通量（人TE/日） 

自動車利用の

発生集中交通

量（人TE/日） 

鉄道利用の発

生集中交通量 

（人TE/日） 

台換算係数 

（人/台） 

自動車発生集

中交通量 

（台TE/日） 

自動車の 

時間集中率 

人の出入の 

時間集中率 

鉄道利用の

時間集中率

自動車のピー

ク時発生集中

交通量 

（台TE/時） 

人の出入のピ

ーク時発生集

中交通量 

（人TE/時） 

鉄道利用のピ

ーク時発生集

中交通量 

（人TE/時） 

関連交通計画検討に用いる地区発生集中交通量 

事務所・商業(15%以上)の複合

開発における発生集中交通量

の低減 

バス利用の発

生集中交通量

（人TE/日） 

二輪車の発生

集中交通量 

（人TE/日） 

徒歩の発生集

中交通量 

（人TE/日） 

人の出入りの

発生集中交通

量（人TE/日） 

（バス端末徒歩） 

＊開発地に付属する駐車場が 

開発地区外にある場合 

（鉄道端末徒歩） 



 

-11- 

表Ⅲ－１ マニュアルで示す発生集中原単位等 

施 設 用 途 発生集中原単位 交通手段分担率 台換算係数 時間集中率

事 務 所 ○ ○ ○ ○ 

商業施設（平日） ○ ○ ○ ○ 

商業施設（休日） ○ △ － ○ 

住 宅 （ 平 日 ） ○ ○ ○ ○ 

住 宅 （ 休 日 ） ○ △ － ○ 

ホ テ ル △ － － － 

凡 例 ○設定方法を示したもの   ：標準値または具体的設定方法(ＰＴ調査を用いるなど）

を示している 

△参考を示すにとどめたもの ：参考値または参考となる設定方法を示している 

－設定を見送ったもの    ：参考値または参考となる設定方法を示すことも困難で

あるため、類似事例等を参考にすることとしている 

 

表Ⅲ－２ 商業床面積率に応じた事務所の取扱い 

商業床面積率 10％以下 10％を超え15％以下 15％を超える 

発生集中原単位 Ⅲ-1-4)-(2)-①により設定 Ⅲ-1-4)-(2)-②により設定 Ⅲ-1-4)-(2)-③により設定 

交通手段分担率 Ⅲ-1-5)-(1)により設定 
Ⅲ-1-5)-(1),(2)により

用途別に設定 

台 換 算 係 数 Ⅲ-1-6)により設定 Ⅲ-1-6)により設定 

時 間 集 中 率 Ⅲ-1-8)により設定 Ⅲ-1-8)により設定 

備 考 事務所として取扱う 
事務所部分は事務所、 

商業部分は商業施設 

として取扱う 

 

４）発生集中原単位の設定 

（１）発生集中原単位の設定の考え方 

 

 

 

• 発生集中原単位については、既存の個別建物調査データを計量的に分析した結果をも

とに、以下の考え方により設定方法を示すこととした。 

• 個別建物調査データから求めた発生集中原単位には相当の分散があるため、それらの

平均値をもとに予測を行うと、開発により発生する交通量が予測値を上回るケースが半

分程度生ずることとなる。また、大規模開発は、局所的な交通混雑を発生させることが

一般的に予想されることから、既存データの平均値を基準として交通量予測に用いる発

生集中原単位を設定することは、開発地区周辺の円滑な都市交通の確保に問題が生じる

可能性が高く、適切な関連交通計画の策定を図る上で適当ではない。 

• このため、既存の個別建物の調査データを現時点で可能な限り収集し、発生集中原

単位の非常に大きな、あるいは小さな特異値を除いたうえで平均値及び標準偏差を求め、 

 

 

発生集中原単位は、用途別・建物別に次式により設定する。 
発生集中原単位＝（カテゴリー別発生集中原単位の基準となる値）×（割引率） 
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平均値に標準偏差を加味したものを「発生集中原単位の基準となる値」とした。更に、

いくつかの建物特性については、発生集中原単位を低減させる要因となる関係が認めら

れることから、これらを反映させるため、予測に用いる発生集中原単位は、この値にい

くつかの建物特性による「割引率」を乗じて設定することとした。 

• 建物別に発生集中原単位を設定することとしたのは、一群の開発において各建物の用

途が異なる場合が多くみられること、建物と鉄道駅との距離を割引率の要因として採用

したため、建物毎に発生集中原単位が異なる場合が想定されること等による。 

• なお、調査データ収集の制約上、当面は事務所、商業施設、住宅について基準となる

値を示すこととした。 

• また、立地条件や開発内容により、明らかに基準となる値により設定することが難し

い場合は、類似地区の開発事例等をもとに設定することとする。 

 

（２）事務所の発生集中原単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事務所は商業床を一部含むことが多く、商業床の面積率により事務所の発生集中原単

位が異なるため、商業床面積率に応じて次式により設定する。 

① 商業床面積率が10％以下の場合 

Ａ×α1×α2（単位：人T.E/ha・日） 

ただし、α1 ：商業床面積率による割引率（図Ⅲ－２により算定） 

α2 ：鉄道駅からの距離による割引率（図Ⅲ－３により算定） 

Ａ ：カテゴリー別発生集中原単位 

・都心部の一般事務所ビル  3,800 

・周辺部の一般事務所ビル  3,300 

・都心部の単館型事務所ビル 3,100 

・周辺部の単館型事務所ビル 2,200 

（都心部・周辺部、一般事務所ビル・単館型事務所ビルの定義は別

表１、別表２のとおり） 

② 商業床面積率が10％を超え、15％以下の場合 

Ｂ×α2（単位：人T.E/ha・日） 

ただし、Ｂ ：商業床面積率に応じて設定した発生集中原単位の基準となる値 

（図Ⅲ－４により算定） 

α2 ：鉄道駅からの距離による割引率（図Ⅲ－３により算定） 

③ 商業床面積率が15％を超える場合 

事務所と商業施設の用途別に発生集中原単位を設定する。この場合、事務所部分

の発生集中原単位の設定にあたっては、商業床面積率を0％とみなした割引率を適

用する。 
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• 事務所には一部商業床を含むことが一般的であり、その割合は、発生集中原単位の基

準となる値の算定に用いられた個別建物調査によると概ね15％以下と小さいものであっ

た。したがって、商業床面積率の低い事務所は全体を事務所とみなし、事務所の発生集

中原単位を適用する。その上、駅からの距離が150ｍ以上の場合は、駅からの距離による

割引率（図Ⅲ－３）を適用する。 

ただし、商業床面積率が0％から5％の間については、図Ⅲ－２に示す商業床面積率に

応じた割引率を合わせて適用し、商業床面積率が10％から15％の間については、発生集

中原単位の基準となる値について図Ⅲ－４に示す値を適用する。 

• 商業床面積率が15％を超える場合は、Ⅲ-1-3)で述べたとおり用途別の原単位を適用す

る。すなわち事務所部分には事務所の原単位（商業床面積率0％のもの）を、商業施設に

は商業施設の原単位を適用し、合算する。 

• 建物特性の中に、発生集中原単位との関係が非常に強く、割引率として連続的に補正

することになじまないものがあるため、これらの特性によってカテゴリー区分を行い、

カテゴリー毎に「発生集中原単位の基準となる値」を設定することとした。 

• カテゴリー区分を行う特性は、ａ．施設立地位置（都心部、周辺部）、ｂ．施設タイプ

（一般事務所ビル、単館型事務所ビル）の２つとし、これらをクロスした４つのカテゴ

リー毎に「発生集中原単位の基準となる値」を設定した。なお、これらの特性の定義は

別表１、別表２のとおりとする。 

 

別表１：都心部と周辺部の定義（事務所） 

都 心 部 周 辺 部 
東京都 千代田区・中央区・港区の全域 

大阪市 北区・中央区・西区の全域 
 

上記以外の地域および都市においては、対象とする開発の周辺での第３

次産業の従業人口密度が２万人／km2を上回る地区か否かを目安に設定 

なお、上記の区内であっても、第３次産業の従業人口密度が２万人／km2

を下回る地区であって、将来ともその土地利用が変化しないと考えられ

る場合には、周辺部とすることができる 

左記以外の地域

別表２：一般事務所ビルと単館型事務所ビルの定義 

単館型事務所ビル 一般事務所ビル 
主要な１テナントがビルの床面積の50％以上を占有する 

事務所ビル 
左記以外の事務所ビル 

• 割引率に関し、前記の２つ（α1、α2）のほか、建物の建築年代、ＯＡ化の影響、施設

周辺の土地利用の状況等の建物特性についても計量的な分析を行ったが、発生集中原単

位との間に有意な関係が見られなかったり、あるいは前記の割引率に係わる建物特性と

の間で内部相関が認められたので、割引要因とはしなかった。 
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図Ⅲ―２ 商業床面積率による割引率（事務所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ―３ 鉄道駅からの距離による割引率（事務所） 
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注）グラフ内の①、②、③はⅢ-1-4)-(2)枠内の 

番号と対応する範囲 

① 商業床面積率が10％以下の場合 

② 商業床面積率が10％を超え、15％以下の場合 

③ 商業床面積率が15％を超える場合 

 

 ａ ｂ 

都

心

部 

一般事務所ビル 4,300 3,800 

単館型事務所ビル 4,100 3,100 

周

辺

部 

一般事務所ビル 4,100 3,300 

単館型事務所ビル 3,500 2,200 

 

図Ⅲ―４ 商業床面積率が10％を超え15％以下の場合の 
   事務所の発生集中原単位の基準となる値 

 

発生集中 

原単位の 

基準となる値 

商業床面積率 

ａ 

0% 5% 10% 15%

ｂ 
ａ、ｂについては 

下表の数値による。 

事務所として

取り扱う

事務所と商業施設の 

   用途別に算定 

① ③②

TE/ha・日 



 

-16- 

（３）商業施設（平日および休日）の発生集中原単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 商業施設については、Ⅲ-1-2)-(2)で述べたように平日および休日の発生集中交通量が

関連交通計画検討の対象となるため、「発生集中原単位の基準となる値」も各々に対応し

たものを設定する。 

• また、商業施設の建物特性には発生集中原単位との関係が非常に強く、割引率として

連続的に補正することになじまないものがあるため、その特性についてはカテゴリー区

分を行い、カテゴリーごとに「発生集中原単位の基準となる値」を設定することとした。 

  

［平日の発生集中原単位］ 

平日の商業施設の発生集中原単位は、次式により設定する。 

① 三大都市圏中心部（別表３参照） 

20,600（単位：人T.E/ha・日） 

② 三大都市圏郊外部および地方中枢都市（別表３参照） 

11,600×α1×α2（単位：人T.E/ha・日） 

ただし、α1 ：延床面積による割引率（図Ⅲ－５により算定） 

α2 ：鉄道駅からの距離による割引率（図Ⅲ－６により算定） 

③ 三大都市圏周辺部および地方都市（別表３参照） 

10,600×α1×α2（単位：人T.E/ha・日） 

ただし、α1 ：延床面積による割引率（図Ⅲ－７により算定） 

α2 ：鉄道駅からの距離による割引率（図Ⅲ－８により算定） 

［休日の発生集中原単位］ 

休日の商業施設の発生集中原単位は、次式により設定する。 

① 三大都市圏中心部（別表３参照） 

21,800（単位：人T.E/ha・日） 

② 三大都市圏郊外部および地方中枢都市（別表３参照） 

18,600×α1（単位：人T.E/ha・日） 

ただし、α1 ：延床面積による割引率（図Ⅲ－９により算定） 

③ 三大都市圏周辺部および地方都市（別表３参照） 

16,100×α1（単位：人T.E/ha・日） 

ただし、α1 ：延床面積による割引率（図Ⅲ－１０により算定） 
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• カテゴリー区分を行う特性は、別表３に定義する施設立地都市区分（三大都市圏中心

部、三大都市圏郊外部および地方中枢都市、三大都市圏周辺部および地方都市）とし、

これらについて平日・休日別にクロスした６つのカテゴリーごとに「発生集中原単位の

基準となる値」を設定した。なお、この場合の施設立地都市区分は、事務所の場合（別

表１）と異なるので、注意を要する。 

• 三大都市圏中心部については、他の地域区分の施設に比べ、原単位データの変動係数

が小さいので、割引率の設定は行わない。 

• その他の施設立地都市区分については、割引率として考慮する建物特性として延床面

積および鉄道駅からの距離について検討を行った結果、平日の発生集中原単位に関して

はその両者が、休日の発生集中原単位に関しては延床面積のみが有意であると認められ

るため、以下の図Ⅲ－５～１０に示すよう割引率を設定した。なお、このカテゴリー区

分および割引率は事務所の場合と異なるので注意を要する。 

 

別表３：施設立地都市区分（商業施設） 

三大都市圏中心部 

＊ 市区町村単位の昼間人口密度〔（夜間人口＋従業人口－就業人

口）÷（市区町村面積）〕が２万人／km2を超える地域。具体的に

は以下の市区町村。 

東京都市圏： 東京都千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・

台東区・品川区・渋谷区・豊島区、横浜市西区 

京阪神都市圏： 大阪市福島区・西区・天王寺区・浪速区・東成区・

北区・中央区、京都市中京区・下京区 

中京都市圏： 名古屋市中区 

三大都市圏郊外部 
および地方中枢都市 

三大都市圏： 上記中心部を除き、市区町村単位の昼間人口密度が

3,000人／km2を超える地域 

地方中枢都市： 札幌市、仙台市、広島市、北九州市、福岡市 

三大都市圏周辺部 
および地方都市 上記以外の都市 
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〈商業施設の割引率〉 

 

① 三大都市圏郊外部および地方中枢都市（平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ―５ 延床面積による割引率 

（商業施設－三大都市圏郊外部および地方中枢都市／平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ―６ 鉄道駅からの距離による割引率 

（商業施設－三大都市圏郊外部および地方中枢都市／平日） 
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② 三大都市圏周辺部および地方都市（平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ―７ 延床面積による割引率 

（商業施設－三大都市圏周辺部および地方都市／平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ―８ 鉄道駅からの距離による割引率 

（商業施設－三大都市圏周辺部および地方都市／平日） 
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③ 三大都市圏郊外部および地方中枢都市（休日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ―９ 延床面積による割引率 

（商業施設－三大都市圏郊外部および地方中枢都市／休日） 

 

 

④ 三大都市圏周辺部および地方都市（休日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ―10 延床面積による割引率 

（商業施設－三大都市圏周辺部および地方都市／休日） 
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（４）事務所と商業施設の複合開発における発生集中交通量の低減 

 

 

 

• 事務所と商業施設の複合開発においては、事務所の従業者による商業施設への私用の

動き、来訪者による事務所と商業施設の両方への訪問などの内々交通が生じるため、事

務所と商業施設の用途別の発生集中交通量を合算した値に比べて、開発地区外への発生

集中交通量が減少することが考えられる。 

• 内々交通による低減率は、「複合開発にしたことで、事務所と商業施設がそれぞれ単独

に立地した場合に比べた発生集中交通量の低減量の割合」と定義する。 

• 事務所と商業施設の複合開発で商業床が15％を超える場合について、収集された個別

建物調査データをもとにした内々交通による低減率を参考値として以下に示す。 

内々交通による低減率（参考値）： 概ね５％ 

• 低減率に係る発生集中交通量の予測手順は、以下のとおりとする。 

手順１：事務所、商業施設別の発生集中交通量を予測して合算する 

手順２：手順１の合算値に低減率を乗じて内々交通を算定する 

手順３：手順１による用途別の予測値からそれぞれ内々交通の1/2を減じて、低減

を考慮した発生集中交通量とする 

 

（５）住宅の発生集中原単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発生集中原単位の算定に用いられた個別建物調査データは、住宅を事務所として使用

するなどの用途転用がみられない大規模住宅（概ね200戸以上）のものである。また、個

別建物調査データの約半数は小売店舗、飲食店、医院、事務所などの他用途の施設を併

設しているが、上記箱書きの住宅の発生集中原単位は、住宅部分の発生集中交通量を住

宅部分の延床面積で除して算定したものである。 

  

事務所と商業施設の複合開発で、商業床が15％を超える場合、開発地区内や建物内で

の内々交通を考慮して発生集中交通量を減じることができる。 

住宅の発生集中原単位は、平日休日ともに以下の値を用いる。 

700（単位：人TE/ha･日） 

ただし、開発計画において戸数が明らかとなっており、将来にわたって戸数が変更

される可能性がない場合は、戸数をベースとした下記の値を用いてもよい。 

7.0（単位：人TE/戸･日） 

発生集中交通量が多い小売店舗などが住宅に併設する場合には、住宅部分とその他

用途の施設に分けて、それぞれの延床面積に用途別の発生集中原単位を乗じた値の和

を施設全体の発生集中交通量とする。小売店舗などの施設の発生集中原単位は、類似

施設の事例等をもとに設定する。 
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• 前頁箱書きの住宅の発生集中原単位は、住宅部分の用途転用がないことを前提にして

いること、および他用途の併設施設を含まないため、必ずしも住宅を含む一般的な建物

の発生集中原単位を示すものではないことに注意が必要である。 

• 住宅に併設する小売店舗等（コンビニエンスストアを除く）の発生集中原単位につい

ては、収集した個別施設データの制約等により充分に計量的な分析が行えないため、個々

の開発計画毎に類似施設のデータ等をもとに設定することとした。 

• コンビニエンスストアの発生集中原単位は相当大きく、小面積であっても多くの交通

を生じるため、留意が必要であり、その発生集中原単位を参考値として以下に示す。 

コンビニエンスストアの発生集中原単位（参考値） 

平日 平均値 118,100人T.E/ha･日 (標準偏差52,500) 

休日  平均値  96,600人T.E/ha･日（標準偏差44,000) 

※東京区部、横浜市、さいたま市に立地する住宅に併設されたコンビニエンス 

ストアにおける調査結果 

 

（６）その他用途の施設の発生集中原単位 

 

 

 

• 事務所、商業施設および住宅以外の用途の発生集中原単位については、収集した個別

建物調査データ数の制約等により充分に計量的な分析が行えなかったため、個々の開発

計画毎に類似地区の類似開発の個別建物調査データ等をもとに設定することとした。 

• なお、ホテルについて、収集された個別建物調査データをもとにした発生集中原単位

の平均値および標準偏差を参考値として以下に示す。 

ホテルの発生集中原単位（参考値） 平均値 1,300人T.E/ha・日 

                 標準偏差 600人T.E/ha・日 

 

（７）適用する発生集中原単位の端数処理 

 

 

 

 

（２）～（６）により発生集中原単位を設定する場合には、その精度を考慮し、100

人T.E/ha・日単位に切り捨てるものとする。 

その他用途の施設の発生集中原単位は、類似地区の類似開発事例等をもとに設定す

る。 
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５）交通手段分担率 

（１）事務所の交通手段分担率 

 

 

 

 

 

 

• 次に示すようないくつかの特殊なケースにおいては、ＰＴ調査の当該開発地区が属す

る 小ゾーンの交通手段分担率を用いることは適当でないと考えられるため、当該開発

地区と類似の交通状況が生じているとみなされるＰＴ調査ゾーンの交通手段分担率を参

考に設定するものとする。 

ａ．当該開発地区が属するゾーンに既存の事務所が少ないことなどにより、事務所の

発生集中交通量の総量が小さく、交通手段分担率の信頼性が低い場合。 

ｂ．鉄道新駅設置や新交通システムの導入など、当該ゾーンにおいてＰＴ調査以降大

幅な交通施設のサービス水準の変化があった場合、もしくは変化が確実に予想され

る場合。 

ｃ．用途地域指定の変更など、当該ゾーンにおいてＰＴ調査実施以降大幅な土地利用

の変化があった場合、もしくは変化が確実に予想される場合。 

ｄ．その他ＰＴ調査の実施時点と当該開発の実施時点で交通手段分担率に大きな差異

が生じると予想される場合。 

• また、次に示すケースにおいては、個別の事務所施設を対象とした交通手段分担率の

調査結果を参考に設定しても良いものとする。ただし、その場合には、参考とする施設

の選定根拠やデータの設定方法に関する説明資料を関係機関に提示すること。 

e．当該開発地区の周辺もしくは類似の交通実態が生じていると見なすことができる地

域において、本マニュアルが対象とする一定規模以上の複数の事務所施設を対象と

した交通手段分担率の調査結果が存在する場合。 

f．当該開発地区の周辺もしくは類似の交通実態が生じていると見なすことができる地

域において、当該開発地区と鉄道駅との近接性や結節性、用途構成等の施設特性が

極めて類似しているとみなすことができ、本マニュアルが対象とする一定規模以上

の特定の事務所施設を対象とした交通手段分担率の調査結果が存在する場合。 

• なお、個別の事務所施設を対象とした交通手段分担率の調査結果を参考に設定する場

合には、当該開発地区を含む周辺地域を対象に、地域におけるエリアマネジメントの一

環として、定期的に交通実態のモニタリングを行い、その結果に応じて対策を講ずるな

ど、関係機関等と連携して必要な取組を行うべきである。 

  

事務所の交通手段分担率は、原則として当該開発地区が属するＰＴ調査（パーソント

リップ調査）の最小ゾーンにおける発着施設別の交通手段分担率のうち事務所に関する

ものを用いる。なお、商業床面積が15％を超える事務所・商業施設の複合用途建物につ

いては、Ⅲ-1-3)で述べたとおり事務所と商業施設の用途別に交通手段分担率を設定す

る。 
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（２）商業施設の交通手段分担率 

 

 

 

• 多くの都市圏ＰＴ調査においては、発着施設種類のうち商業施設に関するものは、例

えば、問屋・卸売市場、個人商店、スーパー・デパート、飲食店、宿泊・娯楽施設とい

ったように細分化されている場合が多い。このような場合は、スーパー・デパートに関

する分担率を用いることが適当である。 

• 次に示すようないくつかの特殊なケースにおいては、ＰＴ調査の当該開発地区が属す

る 小ゾーンの交通手段分担率を用いることは適当でないと考えられるため、当該開発

地区と類似の交通状況が生じているとみなされるＰＴ調査ゾーンの交通手段分担率を参

考に設定するものとする。 

ａ．当該開発地区が属するゾーンに既存のスーパー・デパートが少ないことなどによ

り、スーパー・デパートの発生集中交通量の総量が小さく、交通手段分担率の信頼

性が低い場合。 

ｂ．鉄道新駅設置や新交通システムの導入など、当該ゾーンにおいてＰＴ調査以降大

幅な交通施設のサービス水準の変化があった場合、もしくは変化が確実に予想され

る場合。 

ｃ．用途地域指定の変更など、当該ゾーンにおいてＰＴ調査実施以降大幅な土地利用

の変化があった場合、もしくは変化が確実に予想される場合。 

ｄ．その他ＰＴ調査の実施時点と当該開発の実施時点で交通手段分担率に大きな差異

が生じると予想される場合。 

• なお、休日の交通手段分担率は、多くの都市圏PT調査が平日調査であるため、データ

が存在しないことも考えられる。その場合は、全国都市交通特性調査の平日・休日の手

段分担率比をかけ合わせることなどにより設定する。 

 

 

 

• また、次に示すケースにおいては、個別の商業施設を対象とした交通手段分担率の調

査結果を参考に設定しても良いものとする。ただし、その場合には、参考とする施設の

選定根拠やデータの設定方法に関する説明資料を関係機関に提示すること。 

e．当該開発地区の周辺もしくは類似の交通実態が生じていると見なすことができる地

域において、本マニュアルが対象とする一定規模以上の複数の商業施設を対象とし

た交通手段分担率の調査結果が存在する場合。 

f．当該開発地区の周辺もしくは類似の交通実態が生じていると見なすことができる地

域において、当該開発地区と鉄道駅との近接性や結節性、用途構成等の施設特性が

原則として当該開発地区が属するＰＴ調査の最小ゾーンにおける発着施設別の交通

手段分担率のうち、大規模な商業施設に関するものを用いる。 

注）全国都市交通特性調査について 
昭和62年、平成4年、平成11年には、全国都市パーソントリップ調査の名称で実施されている。
その後、平成17年、平成22年は全国都市交通特性調査として実施されている。 
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極めて類似しているとみなすことができ、本マニュアルが対象とする一定規模以上

の特定の商業施設を対象とした交通手段分担率の調査結果が存在する場合。 

• なお、個別の商業施設を対象とした交通手段分担率の調査結果を参考に設定する場合

には、当該開発地区を含む周辺地域を対象に、地域におけるエリアマネジメントの一環

として、定期的に交通実態のモニタリングを行い、その結果に応じて対策を講ずるなど、

関係機関等と連携して必要な取組を行うべきである。 

 

（３）住宅の交通手段分担率 

 

 

 

• 休日の交通手段分担率については、多くの都市圏PT調査が平日調査であるため、デー

タが存在しないことも考えられる。その場合は、全国都市交通特性調査の平日・休日の

手段分担率比をかけ合わせるか、または類似都市・類似施設の休日の交通手段分担率を

適用するなどして設定する。 

 

（４）その他用途の施設の交通手段分担率 

 

 

 

 

６）台換算係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 上記①、②、③は、ＰＴ調査における発着施設別の自動車利用トリップのデータ等をもと

に算出した値である。 

 

  

住宅の交通手段分担率は、原則として当該開発地区が属するＰＴ調査の最小ゾーンに

おける発着施設別の交通手段分担率のうち、住宅に関するものを用いる。 

自動車発生集中交通量（台T.E/日）は、用途毎の自動車利用の発生集中交通量（人T.E/日）

を用途別の台換算係数で除して算出する。各用途別の台換算係数は以下のとおり設定する。

① 事務所  ················································  1.3人／台 

② 商業施設（平日） ·································  1.5人／台 

③ 住宅 （平日） ·······································  1.4人／台 

④ 商業施設（休日）、住宅（休日）、その他用途の施設 

               ············ 類似する開発事例を参考にして設定する。 

事務所、商業施設、住宅以外の用途の施設の交通手段分担率は、当分の間、立地条件、

建物特性等の類似する開発事例等を参考にして設定する。 



 

-26- 

７）交通手段別発生集中交通量の端数処理 

 

 

 

 

８）ピーク時交通量の算定 

（１）算定手順と時間集中率の標準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでの段階で求めた交通手段別発生集中交通量は、交通計画の検討に用いる際は100

人T.E/日の単位に切り捨てて適用することとする。 

ピーク時交通量の算定については、原則として、ピークとなる可能性がある複数の時間

帯について、時間帯ごとの発生集中交通量を予測し、これに当該時間帯のバックグラウン

ド交通を加える。 

ピーク時交通量の算定に必要な、発生集中交通量を予測する時間帯における、１時間当

り交通量と日交通量の割合（「時間集中率」という）は、原則として、以下のとおり設定

する。 

○人の出入り（平日）の標準値 

〈朝〉  〈昼〉 〈午後〉 

事務所・都心部         10%      11%     8%  

 〃 ・周辺部・一般型        8%      14%     8% 

 〃 ・ 〃 ・単館型         13%      14%     8% 

商業施設                        1%      10%    12% 

住宅                           10%       5%     7% 

 

○人の出入り（休日）の標準値 

〈午後〉 

商業施設                            12% 

住宅                                   9% 

 

○自動車（平日）の標準値 

〈午前〉 〈午後〉 

事務所・都心部           12%      10% 

 〃 ・周辺部・一般型          9%       9% 

 〃 ・ 〃 ・単館型           11%      10% 

商業施設                          7%      10% 

住宅                              7%       6% 

 

○自動車（休日）の標準値 

〈午後〉 

商業施設                            12% 

住宅                                   8% 

 

○鉄道利用の標準値 

原則として、ＰＴ調査による当該最小ゾーン単位の鉄道利用時間帯別発生集中交通

量にもとづき設定する。 
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• バックグラウンド交通に開発地発生集中交通量を加えた交通のピーク時間帯が、開発

地発生集中交通量のピーク時間帯以外の時間帯になる可能性もある。このため、原則と

して複数の時間帯について１時間当りの発生集中交通量を算定することとし、時間集中

率の標準値を複数の時間帯について提示した。 

• 時間集中率の標準値は、個別建物調査データの平均値にもとづき設定したものである。 

• 特に、事務所の時間集中率の標準値は、建物特性による差が認められたので、カテゴ

リー毎の標準値を設定した。カテゴリー区分の定義は、発生集中原単位の基準となる値

における場合と同様であり、別表１、別表２（13ページ）のとおりである。 

• 時間集中率に係る時間帯は、以下のとおりとする。 

人の出入り（平日）・・・「朝」8,9時台、「昼」12時台、「午後」15時台～18時台 

人の出入り（休日）・・・「午後」15時台～17時台 

自動車（平日）  ・・・「午前」9,10時台、「午後」13時台～17時台 

自動車（休日）  ・・・「午後」15時台～17時台 

• すなわち、原則として、人の出入り（平日）の場合は朝（8,9時台）・昼（12時台）・午

後（15時台～18時台）について、人の出入り（休日）の場合は午後（15時台～17時台）

について、当該時間帯の開発地発生集中交通量とバックグラウンドの交通量を合算して、

算定する。自動車（平日）の場合は午前（9,10時台）・午後（13時台～17時台）について、

自動車（休日）の場合は午後（15時台～17時台）について、同様に当該時間帯の開発地

発生集中交通量とバックグラウンドの交通量を合算して、算定する。 

• なお、上記の時間帯は、個別建物調査データによる発生集中交通量の時間分布形状と、

一般的な道路等の交通量の時間分布形状とを勘案し、かつバックグラウンドの交通量と

開発地発生集中交通量を加えた交通がピークとなる可能性のある時間帯を包括するよう

に設定したものである。 

• 上記の全ての時間帯について、予測を行うことが煩雑であると判断された場合には、

バックグラウンド交通のピーク時交通量に開発地発生集中交通のピーク時交通量を加え

る方法で、より簡便な評価を行っても差し支えない。 

• 鉄道利用のピーク特性は、個々のゾーンによる違いが大きいため、個別建物調査デー

タに基づいて標準的な値を設定するよりも、個々のゾーンの特性を反映したデータであ

るＰＴ調査データを用いる方が適切であると考えられる。 

• なお、ピーク抑制策（時差出勤、荷捌き車両の発着時刻の調整など）の実施によりピ

ーク時交通量を低減できる可能性があるので、実施が確実なピーク抑制策が計画されて

いる場合には、その効果を時間集中率に反映させることも考えられる。 

• また、時間集中率については、立地条件や開発内容により、明らかに標準値により設

定することが難しい場合には、類似地区の開発事例等をもとに設定する。 



 

-28- 

（２）その他用途の施設における時間集中率 

 

 

 

 

（３）複合開発におけるピーク時交通量の算定方法 

 

 

 

 

 

 

• 複合開発においては、その用途構成によって発生集中交通量のピーク時間帯が異なる

ことに留意が必要である。 

• 上記箱書きの全ての時間帯について予測することが困難な場合には、バックグラウン

ド交通のピーク時交通量に開発地発生集中交通のピーク時交通量を加える方法で、より

簡便な評価を行っても差し支えない。 

 

複合開発においては、用途別の時間集中率にもとづき用途別に１時間当り交通量を

算定した上で、それらを合算して施設全体の１時間当り交通量を算定する。 

単独用途の開発の場合と同様に、原則として、人の出入り（平日）では「朝」「昼」

「午後」、人の出入り（休日）では「午後」、自動車（平日）では「午前」「午後」、自動

車（休日）では「午後」の各時間帯について１時間当り交通量を算定する。 

事務所、商業施設、住宅以外の用途の施設においては、時間集中率は類似施設に係わ

る調査の結果等をもとに設定する。 
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２．自動車系交通に関する予測方法 
 

１）地区内外の道路における自動車交通量 

（１）配分方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ－11 配分の手順（マスターフローの⑤、⑥に対応） 

 

（２）配分の対象とすべき道路ネットワークの考え方 

 

 

 

 

 

 

• 現況ネットワークは、開発による現況交通網への影響を把握することを目的とした、

現在整備済の道路によるネットワークである。 

• 要整備ネットワークは、開発に伴い整備が必要となる道路を把握することを目的とし

た、現況ネットワークに新たな道路を追加したネットワークである。なお、新たな道路

の追加にあたっては、既決定の道路を尊重して検討すること。 

• 地区内および周辺については開発による影響を詳細に把握する必要があるので、その

検討に資するようなネットワークとすること。 

開発地区に発生集中する自動車交通量については、図Ⅲ－11のフローに従って配分を

行う。なお、周辺道路の交通状況の評価にあたっては動的な交通シミュレーションなど

の利用も考えられる。また、小規模な開発については、適宜、予測方法の簡略化を行う

ことができるものとする。 

配分の対象とする道路ネットワ－クについては、開発計画による影響を適切に予測す

ることが必要であるため、次の２通りのネットワ－クを設定する。 

① 開発計画による現況道路網への負荷を把握するための現況ネットワ－ク 

② 開発に伴い整備が必要となる道路を検討するため、現況ネットワ－クに新たな路

線を追加した要整備ネットワ－ク 

既存のＯＤ（時点補正） 開発地区のＯＤの予測 

合 成 Ｏ Ｄ 

配 分 交 通 量 の 予 測

配 分 対 象 ネ ッ ト ワ ー ク 

交 差 点 交 通 量
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（３）ＯＤの予測 

 

 

 

 

• 当該ゾーンの土地利用と開発地区の内容とが大きく異なる場合には、開発地区と類似

した土地利用形態をなしている周辺のゾーンのＯＤパターンを参考とするなど、適宜、

適切な検討を行うことが必要である。 

• 周辺市街地の熟成等によってＯＤパターンに変化が生じると考えられる場合には、既

存のＯＤを適切に補正する必要がある。 

• 臨海部地域等、既存のＯＤ調査データがない場合にあっては、次のような地域の特性

に配慮して配分する必要がある。 

① 地域を取り巻く広域交通体系 

② 既存集積地区との位置関係 

③ 当該地域における導入機能の性質によって想定される需要方向 

 

（４）配分交通量等の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 配分交通量は開発用途等に応じて平日交通量（業務系、住宅系）、休日交通量（大規模

な商業系）、ピーク時交通量（イベント施設等特殊用途）を適宜予測する。 

• 混雑度については、当該開発により発生する交通課題を把握する上で重要な指標であ

る。 

• 開発地区関連交通が道路容量および交通量に占める割合は、当該開発が既存道路体系

に与える影響を把握するための指標である。 

• ピーク時における出入り別の交通量については、2分の1として計算しても大きな問題

はないと考えられる。また、当該開発の実情に応じて、出と入りの量に差があると認め

られる場合には、10％程度の差を見込んでも差し支えない。 

基本的には開発地区を含む都市圏の既往ＰＴ調査等の当該ゾーンのＯＤ調査データ

を利用して、開発による発生集中量のＯＤ予測を行う。その上で、当該ゾーンの既存の

ＯＤ及び開発に伴うＯＤを合成する。 

開発区域内および区域周辺の道路について、開発に伴う道路整備の必要性および道路

整備のあり方を明らかにするために、検討対象とすべきネットワークに交通量を配分

し、開発により生じる新たな交通負荷および新たに整備される交通施設による改善効果

等について予測する。予測は次の項目について行う。 

① 配分交通量 

② 混雑度 

③ 開発地区関連交通が道路容量および交通量に占める割合 
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２）交差点交通量 

 

 

 

 

 

 

 

• 交差点改良等による交通流動の円滑化の効果は大きいので、効果的な交通計画を策定する

ためには、交差点交通量（特に開発による影響）の詳細な把握・分析が必要である。 

 

３）駐車需要量（自動車、二輪車） 

（１）商業・業務系及び住宅系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 商業・業務・住宅等の施設用途毎の駐車需要が相乗的にあらわれて、全体の駐車需要

量を決定することになるので、施設用途等の要因を考慮して、きめ細かに需要予測を行

う必要がある（図Ⅲ-12のフローを参照）。 

• 枠内に示す想定される利用特性とは、駐車率や入出庫の時間分布のことであり、これ

らについては、類似開発事例等の駐車場の利用実績などを参考にして設定する。なお、

類似開発事例は、 寄りの鉄道駅からの距離や施設の用途構成などを総合的に判断し、

選定するものとする。 

• 都市部の大規模駐車場については、周辺道路での滞留が問題となっている例が多く、

路上滞留についても予測する必要がある。 

• 事務所と商業施設の複合開発については、内々交通による発生集中交通量の低減を考

慮してもよいこととしているが、自動車による来訪者が複数用途に立ち寄る場合には駐

車時間が長くなるものと考えられるので、駐車需要の予測に当たっては内々交通による

低減を考慮しない発生集中原単位にもとづく自動車集中交通量により算定することが適

当と考えられる。 

都市部の道路交通混雑は単路部の他、交差点において主に生じる。このため、交差点交通

量は重要な指標である。前述の自動車交通量の配分結果に従って、交差点交通量について次

の項目の予測を行う。 

① 方向別交通量 

② 交差点の飽和度及び飽和度に占める開発地区交通の割合 

③ 交差点滞留長 

当該開発地区の交通手段分担率等の交通実態を適切に踏まえた自動車集中交通量の

予測結果に基づき、想定される利用特性や周辺交通対策を含めた総合的な判断のもと、

ピーク時駐車需要を予測する。また、大型店、集客施設等に付随する大規模駐車場計画

がある場合には、周辺道路への影響を把握するために路上滞留（待ち行列の発生）につ

いても予測する。 

事務所と商業施設の複合施設で内々交通による低減を考慮した場合であっても、駐車

需要予測に用いる自動車集中交通量は低減を考慮しない発生集中交通量にもとづくも

のとする。 
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（２）特殊用途（ホテル、イベント施設等） 

 

 

• 立地特性、施設内容によって需要は大きく異なり、また、駐車施設が不足する場合に

は周辺地域への影響（路上駐車等）が多大となるので、類似事例を参考としながら、慎

重な検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ－12 駐車場需要予測方法の例（マスターフローの⑦に対応） 

 

 

４）その他 

（１）荷捌き需要量 

 

 

• 荷捌き需要については、立地特性等よりも施設内容（卸売、小売の違いやデパートと

スーパーの違い）による差が大きいので、類似施設の事例を参考にすることが現実的で

ある。 

注）複合開発であっても、自動車集中台数の予測では、発生集中交通量の内々

交通による低減を加味しないこと。 

施設規模（室数、席数）相応の需要量を、類似事例に準じて予測する。 

商業系の用途を中心として、施設内容に即して類似事例に準じて予測する。 

自動車の集中台数の推計 

 自動車の集中台数           総駐車台数 

               ↑ 

            〔駐 車 率〕 

 

 総駐車台数              １日・ピーク時駐車台数

               ↑ 

            〔到着時刻分布・駐車（滞留）時間分布〕 

駐車場種類別の収容台数      １日・ピーク時の収容能力

 

・施設内駐車場 

・時間貸（一時預かり）  〔施設別の駐車（滞留）時間分布〕

 駐車場 

・ガレージ型（月極）   〔回 転 率〕 

 駐車場 

             〔ピーク時の在庫率（駐車台数／ 

                       収容能力）〕

 路外駐車場による収容割合 

 

 平日対応か休日対応か 

 

 積み卸しへの対応 

駐車台数の推計

駐車場の検討 

計画水準 

駐車場需要

 計画すべき駐車場の種類 
 
 計画すべき駐車場規模 
 
 計画すべき駐車場の位置および 

前面道路の処理

駐車場計画の前提条件整理 



 

-33- 

（２）タクシー需要量 

 

 

• タクシー需要量については、手段別発生集中交通量に基づいて予測を行う。特に、ホ

テル、会議場等のタクシー利用の多い施設を含む開発については充分な検討を要する。 

 

 

３．歩行者系交通に関する予測方法 
 

１）歩道への影響と施設需要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※歩行者交通量については、リンク 

  トリップと公共交通機関の端末利 

  用としてのアンリンクトリップの 

  両交通量の合計について検討する 

  ことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ－13 歩行者交通量等の予測フロー（マスターフローの⑩、⑪に対応） 

 

  

先の手段別発生集中交通量に基づき、施設内容を勘案した上で予測する。 

先の地区発生集中交通量（手段別交通量のうち、徒歩および公共交通機関）に基づき、下

記のフローにより地区内および周辺における歩行者交通量を予測し、交通量と歩道幅員との

関係を分析して、サービス水準を算定する。この結果によって、歩道への影響と施設需要を

把握する。 

この場合、開発地区と駅、バス停留所等との位置関係を考慮し、主要な歩行者動線につい

て需要を検討する。 

また、開発後の交通量に占める開発交通量についても検討する。 

公共交通機関発生集中量※ 歩行者発生集中交通量※

歩行者施設計画に基づく 

歩行経路の設定－方向別 

時 間 集 中 率 （ 用 途 別 ） 

経路別歩行 者交通量の 予測

歩行者施設計画に基づく 

施 設 容 量 

経路別歩行者流量の予測 

（単位断面あたりの流量） 
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• 業務系用途によって発生・集中する歩行者交通は、通勤ピークが非常に高くあらわれるの

で、同一ゾーン、類似ゾーンの事例を把握した上で、的確なピーク時、ピーク15分等の集中

率を設定する必要がある。 

• 商業系用途については、休日昼間の歩行者交通量に焦点をあてた予測が必要である。 

• 住宅系用途については、通勤ピーク時の予測が必要である。 

• 特殊用途（ホテル、イベント等）については、イベント等の開催時を想定した予測を行う。 

 

２）歩行者専用施設への影響と施設需要 

 

 

 

 

• 都心部においては、自動車交通と立体的に動線を分離した歩行者専用施設は重要な基礎施

設であり、この施設需要や効果について的確に把握する必要がある。 

 

 

地区内及び周辺にペデストリアン・デッキ等の歩行者専用道路、歩道橋、地下歩道等の施

設がある場合、あるいは開発に際して新たに計画する場合については、これら施設について

も上記の歩道と同様の内容で予測を行う。 
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４．公共交通機関に関する予測方法 
 

１）鉄軌道系 

 

 

 

 

• 大規模開発の場合、 寄り駅の利用者数や端末交通に大きな影響を与えるので、駅前広場

等については充分な予測検討が必要である。 

• 交通計画において鉄軌道系の輸送量増強や駅施設増設等が必要とされている場合には、こ

れらの内容について鉄道事業者と協議済みであることが必要である。 

• 新線整備、新駅設置等の予定がある場合には、これに対応した予測作業を行う必要がある。 

 

２）バス 

 

 

 

 

 

• バス利用については、自動車の保有・利用動向を勘案する他、関係機関、バス事業者等と

の協議を経てバスサービスの改善が担保できる場合には、それらを考慮して需要予測を行っ

てよい。 

 

 

 

既存鉄軌道については、先の手段別発生集中交通量に基づいて利用増を予測し、駅前広場、

駅施設（改札口、出入り口）等への影響や各施設に対する需要の予測を行う。 

また、開発後の交通量に占める開発交通量についても検討する。 

先の手段別発生集中交通量に基づいて利用増を予測し、バスベイ、バスターミナル等の需

要量、一般道路交通に与える影響、バス運行への影響や運転回数増の需要等について予測す

る。 

また、開発後の交通量に占める開発交通量についても検討する。 
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Ⅳ 関連交通計画の評価について 

 

１．評価対象施設 
 

 

 

（１）自動車系交通施設 

• 都市計画道路（開発地区内および周辺地域） 

• 地区関連道路（都市計画道路以外の開発地区内道路および周辺幹線道路との接続道路） 

• 駅前広場、交通広場（地区内あるいは 寄り施設） 

• 駐車場（地区内） 

• 二輪車駐車場（地区内） 

• 荷捌き施設（地区内） 

• タクシー施設（地区内、タクシーバースと滞留場） 

 

（２）歩行者系交通施設 

• 歩道（地区内および周辺道路） 

• 歩行者専用施設（歩行者専用道路、歩道橋、地下歩道、スカイウォーク等） 

 

（３）公共輸送機関関連施設 

• 鉄軌道系（駅施設改良・増設や新設、新交通システム等） 

• バス（バスベイ、バスターミナル、運行回数増等） 

 

 

Ⅱ-5-1)により検討対象施設として選定した交通施設を評価の対象施設とする。具体的には

次のような施設である。 
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２．評価の考え方 ―関連交通計画及び開発計画への反映について― 
 

 

 

 

 

• 関連交通計画の評価は、開発による交通への影響に対する充分な対応と、開発の円滑な推

進を目的として行うものであり、この目的の達成が不可能な場合には、関連交通計画の見直

しまたは開発事業者との調整による開発計画の見直しを行った上で、再度評価を行うことが

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅳ－１ 評価および計画への反映の手順 

 

• 関連交通計画による早期の対応が困難な場合には、当面の対応策としてその実施が担保さ

れる範囲で、交通運用等のソフト施策の導入についても検討する。 

〈ソフト施策の例〉 

 自動車交通需要の抑制 

・ 自動車通勤の禁止 

・ フレックスタイムの導入 

 公共交通への転換 

・ 駅からのシャトルバス運行 

 駐車場対策 

・ 駐車場案内、係員による誘導 

・ 敷地外を含む駐車場の分散 

  

Ⅲの交通影響の予測手法によって予測を行った評価対象施設について、開発に伴う交通上

の影響が許容限度内であり、現状の交通流動に支障を与えないために、どのような施設整備

が必要であるかを明らかにする。 

影響が許容限度を越えるなど、関連交通計画が不適切な場合には、関連交通計画の見直し

または開発事業者との調整による開発計画の見直しを行った上で、再度評価を行う。 

開 発 計 画 

関連交通計画（案）

交 通 影 響 の 予 測

関連交通計画の決定

評  価
NO 

YES 
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３．交通施設別の評価の観点 
 

１）自動車系交通施設 

（１）都市計画道路 

 

 

 

 

 

 

① 単路部については次のような交通対策、施設整備が適切に計画されていることが必要

である。 

• 停車帯の確保、付加車線の設置等によって、都市計画道路の交通容量の増大が図ら

れ、開発による影響が解消されること。 

• 一部区間の線型改良等により、円滑な交通流動が実現されること。 

② 交差点部については次のような交通対策、施設整備が適切に計画されていることが必

要である。 

• 右左折車線の増設・新設、立体交差化によって、必要な交差点容量が確保され、交

差点内動線が整備されていること。 

• 隅切りによって円滑な交通流動が実現されること。 

• 開発に伴い新たな交差点を設ける場合には、既存交差点と適切な間隔が保たれ、ま

た不整形交差点（五叉路等の多枝交差点、食い違い等）とならないこと。 

③ 従前、工場、鉄道ヤード等の大規模施設が立地していたため、幹線道路等の都市計画

を定めることができていない大規模開発地区、または開発に伴い著しく発生集中交通量

が変化する地区等については、適宜、都市計画道路の見直しを行うことが必要である。 

• 複数の開発地区が連担する場合には、土地利用転換を踏まえた上で幹線道路が計画

されていること。 

• 補助幹線道路が未決定の場合には、開発を契機として適切なネットワークで計画さ

れていること。 

④ 代替性のある道路網があり、路線群として処理することができる場合には、方向別交

通量についても検討すること。 

開発により、既存都市計画道路の交通量が著しく増大する場合には、当該道路の交通

機能を確保するために、どのような施設整備が必要であるかを明らかにすること。 

特に規模の大きい開発地区においては、土地利用転換、高度利用に充分な都市計画道

路の密度、ネットワークとするために、どのような幹線道路、補助幹線道路の整備が必

要であるかを明らかにすること。 
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（２）地区関連道路 

 

 

① 地区内道路については、次のような観点で計画されていることが必要である。 

• 地区内交通の処理に充分な幅員構成、密度で計画されていること。 

• 従来、当該地区による地域交通分断解消等が課題となっている場合には、周辺地域

の交通利便性の向上に資するために、地域関連交通の円滑な流動に対応できるよう計

画されていること。 

② 周辺幹線道路とのアクセス道路については次のような観点を重視する必要がある。 

• 周辺幹線道路体系と整合するルートで計画されていること。 

• 開発地区が少なくとも２か所以上のアクセス道路により周辺幹線道路に接続される

よう計画されること。 

• 幹線道路の交通機能に支障がないよう、交差点間隔等を配慮した適切な位置におい

て、必要な付加車線、隅切り等を伴って取り付けられるよう計画されていること。 

 

（３）駅前広場、交通広場 

 

 

 

 

 

 

① 既存駅前広場等に影響が生ずる場合には、適切な対策を講じる必要がある。 

• 施設規模が著しく不足する場合には、規模拡大や立体的利用等が計画されているこ

と。 

• 施設レイアウトの改良、歩行者動線の拡充等の適切な対策が計画されていること。 

② 地区内において駅前広場等を新設する場合については、地域の活性化等の契機として

期待できるので、周辺地域の利用にも充分配慮した計画とする必要がある。 

• 地区外からの利用も含めた駅端末交通需要予測等に基づいて、適切な施設内容で計

画されていること。 

• 既存駅前広場の混雑解消等に寄与できる場合には、既存広場と適切な機能分担を可

能とするような施設内容で計画されていること。 

  

開発地区に発生集中する自動車交通を地区内で適切に処理し、周辺幹線道路に円滑に

連結するために、どのような地区関連道路が必要であるかを明らかにすること。 

開発に伴い、最寄りの既存駅前広場、交通広場等に対して著しい負荷を与えるような

場合には、この負荷を解消するため、どのような施設整備が必要であるかを明らかにす

ること。 

地区内若しくは隣接して鉄軌道の駅があり（あるいは整備の予定があり）、地区内に

おいて駅前広場等の整備を行う場合については、どのような施設整備が必要であるかを

明らかにすること。 
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（４）駐車場、二輪車駐車場 

 

 

 

 

 

① 駐車場の規模と配置については次のような諸点について、適切な計画となっているこ

とが必要である。 

• 開発地区に係わる駐車需要（特にピーク時）に対して、充分に収容できるような規

模で計画されていること。 

• 利用の効率性を配慮し、適切な位置において集約化して配慮するよう努めること。 

• 複数の駐車場が配置される場合には、必要に応じて案内システムの導入等によって

利用の効率化が図られるよう配慮されていること。 

② 地区内及び周辺道路からの進入路、および出入り口については次のような点に留意し

た計画とする必要がある。 

• 原則として幹線道路に直接出入り口を設けないこと。 

• 必要に応じて出入り口の集約化が図られること。 

• 取付道路については交差点間隔に配慮するとともに、適切な位置で取り付けること。

また、幅員、取付角度等について配慮すること。 

• 路上滞留（待ち行列）を解消するために、出入り口を適切な位置とする他、必要な

場合には滞留車線等を設けること。 

• 大規模な駐車場にあっては、右折による駐車場への進入・進出を極力避けることと

し、必要に応じて立体的な処理（アンダー・パス、オーバー・パスの進入路設置）を

行うこと。 

 

（５）荷捌き施設 

 

 

 

① 荷捌きについては、周辺道路等での処理は原則として行わないこととし、必要な施設

は全て敷地内で整備する必要がある。 

  

開発地区内の商業施設に対応する荷捌きを、敷地内で処理するために、どのような荷

捌き施設が必要であるかを明らかにすること。 

開発により生じる自動車および二輪車の駐車需要に対して、地区内において対処する

ために、どのような駐車場、二輪車駐車場整備が必要であるかを明らかにすること。 

駐車場の設置に際して地区内および周辺道路の交通機能に影響を及ぼさないために、

どのような進入路、出入り口の整備が必要であるかを明らかにすること。 
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② 施設計画については次の点に留意する。 

• 充分な規模が確保されること。 

• 位置、動線計画については、歩行者交通との分離が行われること。周辺道路からの

進入路が適切な位置に配慮されること。 

 

（６）タクシー施設 

 

 

 

① タクシーによる発生集中が多く見込まれる開発内容も持つ場合には、周辺道路等での

タクシー滞留等を解消するために、地区内に専用施設を設ける必要がある。 

 

② 施設計画については次の点に留意する。 

• タクシーバース、滞留場等の規模が充分なものであり、路上滞留を発生させないこ

と。 

• 位置、動線計画については、歩行者交通との分離が行われること。周辺道路から 

の進入路が適切な位置に配置されること。 

 

２）歩行者系交通施設 

（１）歩道 

 

 

 

 

① 新たに計画する地区関連道路はもとより、周辺地域の既存幹線道路の歩道についても、

歩行者交通量の予測に基づいて必要な対策を計画する必要がある。 

• 既存道路の歩道拡幅が適切に計画されていること。 

• 新規道路整備に際しての充分な歩道確保がなされること。 

• 歩道機能を補完するために、必要に応じて開発地区内の建物のセットバックがなさ

れること。 

 

集客性の高い施設等の導入を行う場合には、周辺道路等での滞留を避けるために、ど

のようなタクシー施設が必要であるかを明らかにすること。 

開発地区に発生集中する歩行者交通に対して、地区内および周辺道路の歩道の円滑な

流動を確保し、また快適な歩行環境を創出するために、どのような歩道整備が必要であ

るかを明らかにすること。 
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② 歩行者交通に対応し得る充分な施設計画とした上で、さらに快適な歩行環境の形成を

行うことが必要である。 

• 大規模開発地区は、都市内における交通施設整備の良好な事例となることが相応し

いため、高水準のサービスを行うよう充分な幅員とすること。歩行者流量によるサー

ビス水準は次のようであり、水準Ａを目指すこと。 

Ａ 自由歩行      ～ 27人／ｍ・分 

Ｂ やや制約     27～ 51 

Ｃ やや困難     51～ 71 

Ｄ 困難       71～ 87 

Ｅ ほとんど不可能  87～100 

• 植樹、特殊舗装（カラー舗装等）、ストリートファニチュアの設置等が行われること

が望ましい。 

 

（２）歩行者専用施設 

 

 

 

 

① 大量の歩行者交通が予測される開発においては、道路の歩道だけでなく、ペデストリ

アン・デッキ等の歩行者専用道路、横断歩道橋、地下歩道、スカイウォーク等の各種歩

行者専用施設を計画する必要がある。 

• 地区内および周辺の主要施設（駅、バス停留所、公園、集客施設等）との連絡に特

に留意し、適切なネットワークで計画されていること。 

• 自動車交通とは立体処理を含めて適切な分離がなされるとともに、地区イメージを

向上させるような快適な歩行環境が形成されること。 

• 必要に応じて、適所に動く歩道、屋外エスカレーター等の新しいタイプの歩行者施

設が計画されていること。 

 

② 既存の公共歩廊等との接続に配慮した計画とする必要がある。 

• 特に大都市部においては地下鉄駅等の公共歩廊との接続がなされていること。 

 

最寄りの公共交通機関、主要施設および公園等を結び、地区内および周辺道路の自動

車交通と分離された歩行者動線を確保するために、どのような歩行者専用施設の整備が

必要であるかを明らかにすること。 
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３）公共輸送機関関連施設 

（１）鉄軌道系 

 

 

 

 

① 公共輸送機関への影響解消や、利用の利便性向上のためには、次のような内容で計画

する必要がある。 

• 必要に応じて駅施設（コンコース、改札口等）の改良や増設・新設が計画されてい

ること。 

• 大規模な需要が見込まれ、新駅設置の必要性がある場合には、適切な位置、施設内

容で計画されていること。 

 

② これらの施設計画については、予め鉄軌道の事業者、関連施設管理者等と協議を行う

ことが必要である。 

 

（２）バス 

 

 

 

① バス施設については、以下のように適切な計画がなされる必要がある。 

• バス・ベイ、バス・ターミナルについて、既存施設の拡充、新規設置等必要な対策

が講じられること。 

• バス運転回数も利用増に応じてなされること。 

 

② これらの対策については、予め関係機関、バス事業者、関連施設管理者等との協議を

行うことが必要である。 

開発に伴うバス利用の増大に対応するため、どのようなバス施設整備、バス運行が必

要であるかを明らかにすること。 

通勤者、来客等の増加に伴う鉄軌道系の利用需要増大により、公共輸送機関利用に支

障を生じさせないために、どのような駅施設等の整備が必要であるかを、明らかにする

こと。 
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４．その他計画上配慮すべき事項 
１）交通施設計画上の配慮事項 

本マニュアルは、大規模開発に伴って生ずる開発地区周辺の交通に関する問題に対して、事

業の早期段階において適切な対策を立案することを主たる目的としている。しかしながら、関

連交通計画の策定を契機として、開発事業者と地方公共団体とが密に連携し、地域におけるよ

り良い交通環境の実現を図ることも重要であると考えられる。そのような場合においては、交

通施設計画策定の際に、次のような事項についても検討することが望まれる。 

 

 

 

① 周辺地域の住民、就業者、来街者等が利用できるような施設計画とする。 

• 道路や駐車場については、容量や規模を周辺の利用に供するための余裕を持って計

画する。鉄道駅に近い場合には、現地の事情に合わせて、鉄道利用者の駐車場・駐輪

場利用や、当該開発地区内の歩行動線についても、地方公共団体や鉄道事業者ととも

に検討することも考えられる。 

• 道路、歩行者路の配置、ネットワーク等については周辺からの利用を配慮したもの

とする。 

② 特に、当該地区が地域分断の要因となっているような場合には、この解消に向けた施

設計画が重要である。 

 

 

 

• 交通機能のサービス水準としては、質の高いものを実現することを目標とする。 

• 具体的には、道路、駐車場等の効率的配置による高い利便性の付与、空間的なゆと

りがあり快適な歩行環境を備えた歩行者施設の整備等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種交通施設の計画に際しては、開発地区のみならず、周辺地域の利便性の向上等に資

するような方向で計画されることが望ましい。 

大規模開発と交通施設整備を一体的に進めるという格好の機会を生かして、これからの

都市施設整備を先導するような水準の高い施設内容とすることが望ましい。 

大規模開発に関連して道路計画を定めるにあたっては、開発に適合するとともに、広域

ネットワークの形成に資するように定めること。 

行政側が計画している中心市街地活性化等の将来像と大規模開発の方向性が合致する

場合は、来街者を積極的に増加させるため、駐車場・駐輪場の設置や、当該地区内におけ

る質の高い歩行者・自転車動線の整備などについて、行政側の役割分担も含めて検討する

ことが望ましい。 
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２）関連交通計画の検討に際しての連絡調整の体制 

 

 
本マニュアルにもとづく関連交通計画の検討により、整備が必要とされる交通施設の計画

が確実に策定されるよう、地方公共団体と開発事業者とにおいて、連絡調整を行うこと。 


